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超 ビ ギ ナ ー の た め の 消費税は導入以来、税率の改
正、軽減税率やインボイス制
度の導入等が行なわれてきた
こともあり、日ごろの実務で
は未だに迷うことが少なくあ
りません。本連載では、消費
税の基本知識を、経理初心者
にも理解できるように分かり
やすく解説します。

「消費税のおさらい」

税理士・税務ライター 　鈴木まゆ子

「基準期間」「課税売上高」とは？　
消費税の納税義務判定の基準
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消
費
税
の
納
税
義
務
の
有
無
や
簡
易
課
税

の
可
否
を
判
断
す
る
と
き
、
通
常
、
基
準
期

間
の
課
税
売
上
高
を
使
い
ま
す
。
こ
こ
で
い

う
「
基
準
期
間
」「
課
税
売
上
高
」
と
は
何

な
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
な
ぜ
今
期
の
売
上

が
判
定
の
基
準
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
、「
基
準
期
間
」「
課
税
売
上
高
」

を
深
堀
り
し
て
い
き
ま
す
。

基
準
期
間
と
は
何
か

　
基
準
期
間
と
は
、
次
の
判
断
の
基
準
と
な

る
期
間
を
言
い
ま
す
。

・
消
費
税
を
申
告
・
納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ど
う
か
（
基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
が
１
０
０
０
万
円
以
下
な
ら
基
本
的
に

申
告
・
納
税
義
務
は
免
除
さ
れ
る
）

・
消
費
税
の
計
算
で
簡
易
課
税
を
適
用
で
き

る
か
ど
う
か
（
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高

が
５
０
０
０
万
円
以
下
な
ら
簡
易
課
税
で

の
納
税
額
計
算
が
可
能
）

　
で
は
、
い
つ
が
基
準
期
間
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。
基
本
的
に
個
人
事
業
主
は
「
前
々

年（
一
昨
年
）」、法
人
は「
前
々
事
業
年
度
」

で
す
。
３
月
末
決
算
の
法
人
が
令
和
７
年
４

月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
事

業
年
度
に
つ
い
て
納
税
義
務
の
有
無
や
簡
易

課
税
の
適
用
の
可
否
を
判
断
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３

月
31
日
ま
で
の
事
業
年
度
が
判
定
の
た
め
の

基
準
期
間
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
法
人
に
つ
い
て
は
前
々
事
業
年

度
が
１
年
足
ら
ず
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

設
立
し
た
ば
か
り
の
と
き
や
決
算
期
を
変
更

し
た
と
き
な
ど
で
す
。
こ
の
場
合
、
次
が
基

準
期
間
と
な
り
ま
す
。

・
現
在
の
事
業
年
度
開
始
の
日
の
２
年
前
の

日
の
前
日
か
ら
、
こ
の
日
以
後
１
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
各
事
業

年
度
を
合
わ
せ
た
期
間

　
設
立
し
た
ば
か
り
の
会
社
の
納
税
義
務
判


